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（午後 ２時００分 開会） 

議長（城之内一男君） 

 ご苦労さまです。ただいまの出席議員は全員です。 

 ただいまから、令和元年度東庄町議会第２回臨時会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程に先立ち報告します。地方自治法第１２１条の規定による本臨時会の出席要

求に対し、お手元の印刷物のとおり通知がありました。 

 次に、本日、町長から議案の送付があり、これを受理しました。 

 以上で報告を終わります。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、９番 鈴木正昭君、６

番 花香孝彦君、両名を指名します。 

 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

 本臨時会の会期は、本日一日限りとすることに議会運営委員会において意見の一

致を見ております。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日一日限りとすることにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。本臨時会の会期は本日一日限りに決定しました。 

 日程第３、議案第４６号、工事請負契約の締結の議決事項の変更についてを議題

とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（城之内一男君） 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、議案第４６号、工事請負契約の議決事項の変更についての提案理由を
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申し上げます。 

 この東庄中学校技術棟等解体工事請負契約につきましては、３月の定例会におい

て議決をいただきましたが、追加工事が発生し、議決事項の一部に変更が生じたた

め、議会の議決をお願いいたしたく、提案させていただくものであります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可

決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 それでは、議案第４６号、工事請負契約の議決事項の変更について、ご説明を申

し上げます。 

 この度の議決事項の変更につきましては、３月の定例会において議決をいただき

ました、東庄中学校技術棟等解体工事請負契約について、工事の内容が変更になっ

たことにより、契約金額の増額を行うものでございます。 

 その主な内容といたしましては、建物の基礎部分に設計時に見込んでいなかった、

３０センチ大の割グリ石が１５９立方メートル使われており、その処分が追加にな

ったことと、技術棟屋上の防水のためのアスファルト層を、設計では１層で見込ん

でいましたが、実際は２層になっていたため、撤去と処分が追加になったためであ

ります。この工事費を精算すると５７１万５，３６０円の増額となります。 

 本変更契約案件につきましては、地方自治法第９６条第１項第５号及び東庄町条

例であります、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定に基づき、議決をいただいた契約内容の変更のため、改めて議会の議決

をお願いするものでございます。 

 以上で、説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 これから、質疑を行います。 

 佐久間義房君。 

４番（佐久間義房君） 

 これ、契約者でなくて、設計業務委託したんでしょうけど、設計にあたって前の

プールを作った設計者からリサーチみたいなものは、受けていなかったんでしょう
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か。その辺のところをお聞きします。 

議長（城之内一男君） 

 教育課長。 

教育課長（多田克己君） 

 こちらにつきましては、設計の方を千町村建築設計事務所に委託したわけですが、

このプールに関しましては、この出てきた割グリ石、これはプールの水槽の下とい

うことで、５００平米ほどの面積に割グリ石が敷き詰められておりました。それに

つきましては、当初設計の中で、過去の設計等を確認しませんで設計を委託したた

めに、この工事には見込まれなかったという内容となっております。そのための変

更という形になります。よろしくお願いします。 

議長（城之内一男君） 

 佐久間義房君。 

４番（佐久間義房君） 

 そうすると、その過去にいた設計者からリサーチはしていなかったという解釈で

よろしいですか。それから割グリが出てきちゃったから、追加工事、処分料がかか

るからこれだけの金額が跳ね上がっちゃうんだという見解でよろしいでしょうか。 

議長（城之内一男君） 

 教育課長。 

教育課長（多田克己君） 

 そのとおりでございます。過去の設計内容を把握しませんで、今回新たに出てき

たということでの設計変更という形になります。 

議長（城之内一男君） 

 よろしいですか。 

 高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 今、佐久間議員も言いましたけれども、この巨大な水槽ですよね。そうすると、

その水圧、重量は相当なものだと思います。そうすると、ただ下にちょっとコンク

リートを流しておく、それでは耐えられません。その当時とすれば、そういう大き

な割グリ石をやって施工するというのは、普通は建築としては常識的なところだと

思います。今だったら、杭を打つとかいろいろあるんでしょうけども、そういうの
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は十分予想されると思いますけど、そういうことは全然予想していなかったんです

か。 

議長（城之内一男君） 

 教育課長。 

教育課長（多田克己君） 

 こちらにつきましては、一級建築士も要しています、千町村建築設計事務所に委

託したわけですけども、その段階ではそれを見落としていたということになります。 

 よろしくお願いします。 

議長（城之内一男君） 

 高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 千町村建築設計事務所。それはずっと、私聞いておりますけど、そういう過去の

設計図というか、そういうのは持っていないんでしょうか、その設計の会社では。 

議長（城之内一男君） 

 教育課長。 

教育課長（多田克己君） 

 設計図書というか、その建築の内容につきまして、設計図書は持っていますが、

その設計書の内容、これにつきましては既に２０年以上経過しているということで、

既に破棄されたという形で、わからなかったということが現実のようです。 

 よろしくお願いします。 

議長（城之内一男君） 

 高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 その当時の設計図が破棄されている。わからない。でも、町で建築をずっと携わ

っている方でしたら、そういう大きなプールの下にはどういうものが入っているの

か、契約した会社でも、もちろんそのくらいのことは十分認識していると思うんで

すよ。何で、割グリ石が出てきたからと言ってこういうことになるんでしょうか。

ちょっとおかしいと思いますよ。その辺は全然認識はないのでしょうか。 

議長（城之内一男君） 

 副町長。 
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副町長（金島正好君） 

 高木議員、おっしゃるとおりでありまして、この件につきましては町の方の設計

の段階で資料が有れば良かったと思います。教育委員会の説明では、教育委員会の

方で把握しなかったということですけれども、その内容につきましてはともかく、

見つかっていれば、何かその資料が有ればそれは反映していたと思います。無かっ

たということで、そのままの設計になってしまったということで、町の方としても

落ち度はあると思います。 

 ただ、実際そういう割グリが出てきたということでの追加工事になったというこ

とでございまして、町としても十分反省するところはあると思いますので、よろし

くご容赦のほどお願いしたいと思います。 

議長（城之内一男君） 

 高木議員、３回を超えていますが、発言は許します。 

８番（高木武男君） 

 ありがとうございます。 

 この請け負ったのは、佐原の石井工業という会社なんですけども、この会社につ

いては、公民館やいろいろな、かなりの金額が今まで落札していたと思うんです。

今回、このように設計になかった基礎の割グリ石の撤去について、もうちょっとお

金を下さいということなんでしょうけども、これはちょっといかがなものかと。そ

のくらいは一応締結したんですから、そのままやってもらったらどうですか。 

議長（城之内一男君） 

 教育課長。 

教育課長（多田克己君） 

 はい。あくまでも設計の内容によりまして入札という形になりますので、その設

計に盛り込まれていなかった内容につきましては、変更契約という形での増額がい

たし方ないかと思われます。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 よろしいですか。 

 桜井議員。 

１番（桜井荘一君） 
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 今回、図面がなかった、無いということなんですけど。じゃあ、今後どういうふ

うにするか。沢山建物とか、ありますよね。そういうデータベースをちゃんとどう

いうふうに保護するかというのを、今からが大事なので、今後はちゃんときちんと

して、データベースとして残していただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 要望でよろしいですか。 

１番（桜井荘一君） 

 結構です。 

議長（城之内一男君） 

 その他、ありますか。 

 花香孝彦君。 

６番（花香孝彦君） 

 今回の契約金額につきまして、もともとの予算というのはどのくらいの規模で、

予算の範囲内であったかという部分、確認させてください。 

議長（城之内一男君） 

 教育課長。 

教育課長（多田克己君） 

 こちらの設計額につきましては、７，０００万以上という形での設計額として、

予算に組み込ませていただいている金額となります。その枠内で収まっているとい

う形になります。 

 よろしくお願いします。 

議長（城之内一男君） 

 よろしいですか。 

 その他、ありますか。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 なければ、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから、議案第４６号、工事請負契約の締結の議決事項の変更についてを採決

します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第４６号は原案のとおり可決されました。 

 日程第４、議案第４７号、東庄町立笹川小学校北校舎大規模改修等工事請負契約

の締結についてを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（城之内一男君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、議案第４７号、東庄町立笹川小学校北校舎大規模改修等工事請負契約

の締結についての提案理由を申し上げます。 

 本契約は、先般、制限付一般競争入札を行い、落札した業者と契約を締結したも

のであります。本案件につきましては、予定価格が５，０００万円を超えることか

ら、関係法令の規定に基づき、議会の議決をお願いいたしたく、提案をさせていた

だくものであります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可

決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 それでは、議案第４７号、東庄町立笹川小学校北校舎大規模改修等工事請負契約
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の締結についてご説明を申し上げます。 

 本工事執行にあたり、令和元年６月１４日に制限付一般競争入札の公告を、ちば

電子調達システムで行うと同時に、新聞発表並びに町ホームページにも掲載して、

６月２７日を期限に参加者の公募を行いました。その結果、４社の応募があり、こ

れを審査したところ、全社が参加資格を満たしておりました。 

 ７月１１日から１６日を入札期間として、電子入札による一般競争入札を実施し、

４社のうち３社からの入札があり、このうち石井工業株式会社が最低制限価格であ

る２億７１６万２，４００円に消費税並びに地方消費税２，０７１万６，２４０円

を加えた２億２，７８７万８，６４０円で落札しましたので、議会の議決を条件に

同社と工事請負契約を締結したところでございます。 

 なお、この工事は工期が１０月以降までかかることから、消費税等の税率を１０％

で契約をさせていただいております。 

 本契約案件は、予定価格が５，０００万円を超えることから、議会の議決を得な

ければ契約の効力が発生しないため、地方自治法第９６条第１項第５号及び東庄町

条例議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により、議会の議決をお願いするものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 これから、質疑を行います。 

 佐久間義房君。 

４番（佐久間義房君） 

 予定入札価格は幾らだったのか、それってパーセンテージは最低入札価格と言い

ましたけど、七掛けでよろしいんでしょうか。その他、あと２社は幾らくらいの入

札価格があったのか。その辺のところをお願いします。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 ご質問にお答えをさせていただきます。いずれも公表されているものでございま

す。予定価格につきましては、税抜きで２億５，８９５万３，０００円でございま

す。税抜きで申し上げます。石井工業株式会社さんが８０％の最低制限価格で落札
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をしております。金額は先程申し上げましたが、２億７１６万２，４００円でござ

いました。 

 他の２社でございます。島田建設株式会社でございます。税抜きで２億２，９４

０万円でございます。また、株式会社東庄建商です。２億３，８２３万６，０００

円でございました。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 よろしいですか。 

 その他、ありますか。 

 大網議員。 

７番（大網正敏君） 

 契約の日なんですけども、これは消費税が上がる前に契約すると思うんです。そ

うすると、８％内で、消費税は８％だと思うんですが、いかがでしょうか。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 お答えいたします。議員がおっしゃるとおり、契約の段階では消費税率は８％で

ございます。方法といたしまして、８％で契約をして、税率が変わった後契約変更

をしまして、契約変更のために議会の議決をいただくという方法もございます。 

 また、この工事の契約額に対する税率の適用でございますが、これは引き渡しの

日の税率によるということになっておりまして、いずれにしろ１０％の税率がかか

るということでございます。そういったことから、当初より１０％の契約で締結を

させていただいて、議決をお願いするものでございます。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 よろしいですか。 

 その他、ありますか。 

 宮澤議員。 

３番（宮澤 健君） 

 昨年、議員で小学校の方を視察した時に、職員室の側の廊下とか、大分アスベス
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トが使われているというようなことが指摘されていましたけれども、アスベストの

工事ということになると、これ、授業の平日とかそういった部分は非常に問題が発

生するのではないかというふうに。対策は取るでしょうけれども、万全を期してや

っているという、その工事とか、そういった時期はどうなんでしょう。 

議長（城之内一男君） 

 教育課長。 

教育課長（多田克己君） 

 昨年等で、全員協議会また議会の内容で、校長室等会議室、あと玄関前にはアス

ベストが含まれた塗布剤があるということで、ご説明申し上げました。そのために

今回仮設校舎を別で設置しまして、そちらを活用してという形になりますので、現

在の北校舎につきましては全部囲い込みを行い、そこには立ち入らないような形で

の工事という形になります。 

 そのために、当然移動の手間もなくなりますし、仮設校舎を行うことにより、移

動の手間等もなくなりますし、また立ち入らなくて済むということで、アスベスト

の飛散等も防げるものと考えております。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 宮澤議員。 

３番（宮澤 健君） 

 以前、他の学校の時は、その地域を立入禁止までにしてやったのに、同じ校舎の

敷地内をただ囲ってそこに立ち入らないだけで本当に万全を期せるのかどうか、ち

ょっと疑問を感じるところなんですけれども、工事に遺漏ないようによろしくお願

いしたいと思います。 

議長（城之内一男君） 

 答弁はよろしいですか。 

３番（宮澤 健君） 

 はい。 

議長（城之内一男君） 

 その他、ありますか。 

 花香議員。 
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６番（花香孝彦君） 

 工事の内容の中に、今、仮設校舎の話が出ておりましたけれども、まず仮設校舎

の工事も含まれていると考えております。それで、契約の日というんでしょうか。

正しい契約の日というのは、本日のこの議会の議決後ということになるかどうか、

確認させてください。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 おっしゃるとおり、議会の議決が契約の効力の発生となります。 

議長（城之内一男君） 

 花香議員。 

６番（花香孝彦君） 

 それでは、もう一点確認させていただきます。笹川小学校の松風広場で現在行っ

ている工事は、何の工事を行っているんでしょうか。 

議長（城之内一男君） 

 教育課長。 

教育課長（多田克己君） 

 ただいまの質問については、現在松風広場の工事ということで、内容の説明につ

きましては、この後の全員協議会の中で詳細を説明させていただこうと思いました

が、現在まず仮設校舎につきましては、賃貸借契約という形になりますので、こち

らにつきましては、先行して実施しているような形になります。 

 ですから、今回のこの議決をいただく金額の中には、その仮設校舎。仮設校舎に

は校長室と配膳室等につきましては、仮設校舎に持ってくるわけですけども、これ

につきましては過去の議会等でご説明したとおり、別契約という形になります。で

すから、この２億２，７００万円、この金額につきましては北校舎の大規模改修の

みという形になりますので、仮設校舎の金額については、この金額の中には含まれ

ていない状況となっております。 

 よろしくお願いします。 

議長（城之内一男君） 

 花香議員。 
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６番（花香孝彦君） 

 この後、全員協議会の中で説明しようとしたということなんですけれども、この

仮設校舎の工事費用については、この大規模改修の中に本来含まれるべきの金額な

のではないでしょうか。議決前に工事を行っているというのは、少し疑問に感じる

部分はあると思うんですけれども。もう一度そこら辺、契約状況とか、分けて契約

しているのかとか、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。 

議長（城之内一男君） 

 教育課長。 

教育課長（多田克己君） 

 予算書の中の大規模改修というのは、この仮設校舎及び北校舎の全面外壁防水加

工、そういったものを全部含めた中での工事ということで、過去の議会においてご

説明した内容だと思います。その中で、仮設校舎につきましては、皆さんに全員協

議会の中でご説明し、これを先行して実施することにより、工期的にも短縮出来る

というような内容でのご説明をさせていただいたかと思います。 

 よろしくお願いします。 

議長（城之内一男君） 

 よろしいですか。 

 高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 この小学校の大規模改修工事、予定価格２億５，０００ということなんですけど

も、これの積算、見積もりはどこで出るんでしたか。どこか設計士さんが考えるの

か、それとも教育委員会でやるんですか。 

議長（城之内一男君） 

 教育課長。 

教育課長（多田克己君） 

 こちらの北校舎の大規模改修につきましても、指名競争入札によりまして、千町

村建築設計事務所が落札し、設計を実施した内容となっております。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 その他、ありますか。 
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 花香議員。 

６番（花香孝彦君） 

 もう一度、確認させてください。仮設校舎の予算は、どこから出ているのかだけ

教えてください。 

議長（城之内一男君） 

 教育課長。 

教育課長（多田克己君） 

 大規模改修の工事費としては、４億強の金額を予算として見積もらせていただい

た内容となります。ただ、こちらの仮設校舎については工事という形ではなく、賃

貸借という形になっております。そのために、工事費の中からその仮設校舎分を流

用させていただきまして、実施しているというのが現在の工事状況という形になり

ます。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 よろしいですか。 

 その他、ありますか。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 なければ、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 討論を省略して、直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから議案第４７号、東庄町立笹川小学校北校舎大規模改修等工事請負契約の

締結についてを採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 
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 従って、議案第４７号は原案のとおり可決されました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 閉会にあたり、町長よりご挨拶をお願いします。 

 町長。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、東庄町議会第２回臨時会の閉会にあたりまして、ご挨拶を申し上げま

す。 

 本臨時会におきましては、議案２件を提案させていただきました。議員各位には

慎重なるご審議を賜り、全ての案件を原案のとおり可決をいただきまして、まこと

にありがとうございました。 

 さて、国政におきましては、参議院議員選挙が実施をされ、少子高齢化、消費税

引き上げに伴う経済的問題、人生１００年時代における社会保障制度等が争点とな

りました。これらの課題を克服し、将来生きる子供達に夢を与えられる、そのよう

な政治の実現を期待するものであります。 

 町は、国政がどのように変化しても、これまでと同じように、議員各位はもとよ

り、町民と行政が一体となり、より良い町政の実現に努力をしてまいる所存であり

ます。 

 最後になりましたが、もうすぐ梅雨も明け、暑さの厳しい時期となります。議員

各位におかれましては、健康に留意をされ、益々のご活躍をご祈念申し上げ、閉会

の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

議長（城之内一男君） 

 それでは、閉会にあたり、私からも一言ご挨拶を申し上げます。 

 第２回臨時会が議員の皆さん方、執行部の皆さんのご協力で円滑に審議をするこ

とが出来ました。改めて感謝とお礼を申し上げます。 

 今、北校舎の大規模改修工事も承認されましたが、統合に向けては、まだまだ多

くの課題が残されております。また、町においても幾多の課題があります。大変厳

しい行財政運営になっておりますが、今後とも皆さんのご支援、ご協力をよろしく

お願いしたいと思います。 

 また、議会においても県議長会の議員研修、香取郡市町の議員研修、また本町の

議員視察研修等、控えております。９月議会も控えております。また厳しい暑さに
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向かう中ですが、議会の果たすべき役割と使命を十分に認識して、住民の負託にこ

たえる必要があります。今後とも健康には十分にご留意され、ご活躍をお願いした

いと思います。 

 以上で、閉会にあたり私からの挨拶といたします。 

 これをもちまして、令和元年東庄町議会第２回臨時会を閉会いたします。ご苦労

さまでした。 

（午後 ２時３６分 閉会） 

  

 


